
所 得 税 の 税 額 表
(令 和 7年 分 適 用 分 )

|「課税総所得金額又は課税退職所得金額」に対する所得税の税額表 (速算表)

税額の求め方…。「課税される所得金額」をこの表の「課税総所得金額又は課税退職所得金額 (A)」 欄
に当てはめ,その当てはまる行の右端の「税額速算表」欄の算式により計算した金額が求める税額である (所
法89)。「課税される所得金額」に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

税額速算表

税 額=(A)× (B)― (C)

(A)× 5%

(A)× 10% -     97,500円

(A)× 20%-    427,500円

(A)× 23%-    636,000円

(A)× 33%-   1,586,000円

(A)× 40% -   2,796,000円

(A)× 45% -   4,796,000円

控除額 (C)

97,500円

427,500円

636,000円

1,536,000円

2,796,000円

4,796,000円

税率 (B)

5%

100/0

20%

23%

33%

40%

45%

課税される所得金額

課税総所得金額又は

課税退職所得金額
(A)

1,950,000円 以下

3,300,000円以下

6,950,000円以下

9,000,000円以下

18,000,000円以下

40,000,000円 以下

40,000,000円 えヨ

1,950,000円 超

3,300,000円 超

6,950,000円超

9,000,000円超

18,000,000円差畳

〔計算例〕 課税される所得金額 5,830,901円 → 5,830,000円 (1,000円 未満切捨て)

税額  5,830,000円 ×20%-427,500円 三 738,500円
※ 住民税は,課税される所得金額に10%(比例税率)を乗じた金額である。なお,住民税は翌年度課税

分離課税の山林所得・譲渡所得に対する所得税の計算  }

① 課税山林所得金額×1/5(1,000円 未満の端数切り捨てない。)

②①の金額を上の「所得税の税額表(速算表)」 の「課税される所得金額」オ「棄]に当て

はめ,その当てはまる行の右端の「税額速算表」欄の算式により求めた金額

③②の金額×5                      (所 法89)

(措法31)課税長期譲渡所得金額 X150/0

① 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額 X10%

② 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合
(課税長期譲渡所得金額-2,000万 円)× 150/o+200万円

(措法31の 2)

① 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額 ×10°/。

② 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合
(課税長期譲渡所得金額-6,000万 円)X150/o+600万 円

(措法31の 3)

課税短期譲渡所得金額 X300/O (措法32① )

課税短期譲渡所得金額 ×150/O (措法32③ )

右側の算式

で計算した

③の金額

分離課税の山林所得

金額に対する税額

一般所得分

特定所得分

軽課所得分

一般所得分

軽減所得分

長

期

短
期

分
離
課
税
の
譲
渡
所
得
金
額
に
対
す
る
税
額

分離課税の山林所得金額に対する住民税は,課税山林所得の金額に10%(比例税率)を乗じた金額である。また,
分離課税の譲渡所得金額に対する住民税は,上記の算式中「15%」 は「5%」 ,「 10%」 は「4%」 ,「30%」 は「9%」 ,

「+200万円」は「 +80万円」,「 +600万円」は「+240万円」と読み替えて算式を適用する。なお,住民税は翌年度

課税

一定の条件を満たす譲渡所得金額の計算上,一定の「特別控除」額を控除する。 (13頁参照)

※

※



十分離課税の

※ 住民税は,上記の算式中「15%」 を「5%」 と読み替えて算式を適用する。なお,住民税は翌年度課税

1 特定の基準所得金額の課税の特例・復興特別所得税  |

(売写g晏鋼轟確蓬)に対する所得琴党の言十算
上場株式等に係る課税配当所得等の金額 ×15%
※ 上場株式等には特定公社債等を含む。以下同じ。 (措法8の4)

一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額 X15%
※ 一般株式等には特定公社債等以外の公社債等を含む。

(措法37の 10)

上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 ×150/O
(措法37の 11)

先物取引に係る課税雑所得等の金額 × 150/O
(措法41の 14)

分離課税の上場株式等に係る

配当所得等の金額に対する税額

分離課税の一般株式等に係る

譲渡所得等の金額に対する税額

分離課税の上場株式等に係る

譲渡所得等の金額に対する税額

分離課税 の先物取引に係る

雑所得等の金額に対する税額

極めて高い水準の所得を有する場合には、税負担の道正化を図るため、「特

定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書」によっ

て所得税の計算をすることとされている。

平成25年から令和19年 までの25年間、復興特別所得税 (210/O、 端数処理

は所得税との合計により行う。)を課すこととされている。

特定の基準所得金額の

課税の特例

復興特別所得税

退職所得 の金額の計算

次の①～③の場合に応じて,それぞれ次の算式により計算される金額退職所得の金額は,     
場合
   ヒ除額〕×

考

① 一般退職手当等が支払われる
一退職所得招―般退職手当等の収入金額〔~                  

得控除額
② 特定役員退職手当等が支払われる場合

特定役員退職手当等の収入金額―退職所
'

場合……次の区分に応 じた金額③ 短期退職手当等が支払われる
イ 収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万 円以下のとき。

一退職所得控除額]X考[短期退職手当等の収入金額―

(渥攘騒

得 +300万 円
)| + (300万

円 X考
)

ロ イ以外のとき。

1辱雷漏賢重墓
※ その年中に,一般退職手当等,特定役員退職手当等又は短期退職手当等のうち 2以上の退職手当等があり,
それぞれの勤続年数に重複期間がある場合などの退職所得の金額の計算には特則がある。

※ 「一般退職手当等」とは,次の特定役員退職手当等及び短期退職手当等以外の退職手当等をいう。

※ 「特定役員退職手当等」とは,退職手当等のうち,役員等勤続年数が 5年以下である者が,退職手当等の支払

者から役員等勤続年数に姑応するものとして支払を受けるものをいう。

※ 「短期退職手当等」とは,退職手当等のうち,短期勤続年数 (役員等以外の者としての勤続年数が 5年以下の

ものをいう。)|こ対応する退職手当等として支払を受けたもので,特定役員退職手当等に該当しないものをいう。

※ 退職所得控除額は,勤続年数 (端数の月がある場合は、1年に切り上げる。)に応じてそれぞれ次の算式により
計算される。
・ 20年以下の場合………・40万円 ×勤続年数 (計算額が80万円未満のときは80万円)
・ 20年を超える場合……70万円 X勤続年数 -600万円
なお,障害者となったことにより退職した場合には,上記算式で計算した金額に100万円を加算する。

※ 退職手当等については,支払額に対して源泉徴収されるが,その支払を受ける際に,「退職所得の受給に関す
る申告書」を支払者に提出した場合には,その際に退職所得控除をした上で所得税額の精算が行われるため,

通常は,その退職手当等について確定申告をする必要はない。ただし、所得金額の合計額には退職所得金額が

含まれることから、基礎控除や配偶者控除、寄附金控除等の適用に際しては注意する必要がある。



給与所得控除額の速算表

( 給与所得者の特定支出控除の特例

金額調整控除の特例  |
給与所得を有する者が次の(1)又は (2)に該当する場合は,それぞれ次の算式により計算した金額 (所得金額調整控除額)
を,総所得金額を計算する際に,給与所得の金額から控除する。

給 与 所 得 控 除 額

650,000円

(A)× 30% +  80,000円

(A)× 20%  +  440,000円

(A)X10% + 1,100,000円

1,950,000円 (上限 )

※ 給与等の収入金額の合計額が660万 円未満の者の給与所得控除額は,上の速算表によらないで,4ページから
11ページまでの「簡易給与所得表」を利用して求める。
この場合の給与所得控除額は次の算式により求める。

(磁財顧緊悪紹 ) (

簡易給与所得表の「給与等の収入金額の
合計額」に応ずる右俣1の「給与所得の金額」)

給与等の収入金額の合計額 (A)

1,900,000円 以下

3,600,000円以下

6,600,000円以下

8,500,000円以下

8,500,000円丈ヨ

1,900,000円 掟ヨ

3,600,000円 歳畳

6,600,000円 えヨ

|

給与等の収入

金額の合計額

給与所得

控 除 額

特定支出

の合計額
! |

― 給与所得控除額×1/2
I

※ 特定支出控除の対象となる「特定支出」とは,①通勤費,②職務上の旅費,③転勤に伴う転居費用,①職務上
必要な研修費及び弁護士,公認会計士,税理士等の人の資格取得費,⑤単身赴任者の帰宅旅費,⑥職務上必要な
図書等及び衣服の購入費用並びに職務上関係のある者との交際接待費等 (65万円を限度)で,一定の要件に当て
はまる支出をいう。なお,原則として一定の明細書,証明書,領収書等の添付が必要

る
額よ
嘘
に
得例効

特
給

(1)給与所得がある者
給与等の収入金額が850万円を超える者が,①特別障害者である者,②年齢23歳未満の扶養親族を有する者,③特別
障害者である同一生計配偶者を有する者,④特別障害者である扶養親族を有する者のいずれかに該当する場合には,次
の算式により計算した金額を,総所得金額を計算する際に,給与所得の金額から控除する。

1爾訃鍵η-350万円 X100/O =所得金額調整控除額 (1円未満の端数切上げ)l

※ 公的年金等に係る雑所得の金額がある場合で,久の(2)の要件にも当てはまるときは,さらに次の(2)の算式で計算した所
得金額調整控除額を,その年分の給与所得の金額から控除する。

(2)給与所得と公的年金等の所得がある者
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある者で,その合計金額が10万円を超えるもの

については,次の算式により計算した金額を,総所得金額を計算する際に,給与所得の金額から控除する。

(管認謎理誓憲芦僻鼻覇十鰐爾斃鑽顧偏8嘉覇)一 10万円=聯子鶏 稔,閲



公的年金等に係る雑所得の速算表

公的年金等には,外国の法令に基づく共済制度で我が国の退職共済年金に類するものを含む。
公的年金等の収入 (原則として,源泉徴収の対象となるものに限る。)の合計が400万円以下の者でその他の所
得が20万円以下の者は所得税の申告をしないことを選択できる。

課税されない年金には,障害基礎年金,遺族基礎年金,寡婦年金,障害厚生年金,遺族厚生年金,障害共済年
金,遺族共済年金,増額恩給 (併給される普通恩給を含む。),遺族恩給,遺族企業年金,その他心身の障害に起
因する年金などがある。

譲渡所得等の特別控除額

※

※

※

公的年金等以外の所得金額の合計額 (繰越損失控除前 )

2,000万円超

A-40万 円

A× 750/0- 7.5万 円

A× 85%-485万円

A× 95%-125_5万 円

A-175.5万 円

A-90万 円

A× 750/O- 7前了円

A× 85%-485万 円

☆× 95%-1255万 円

A-1755万 円

1,000万円超
2,000万 円以下

A-50万 円

A× 75%- 17.5万円

A×  850/O- 58.5万 円

A× 95%-1355乃
~円

A-1855万 円

A-100万円

A× 750/0- 175万円

AX 850/O- 585万 円

A× 95%-135.5万円

A-185.5万 円

1,000万円以下

A-60万 円

A× 75%- 27.5万 円

A× 85%- 685万 円

AX 950/O-145_5万 円

A-195.5万 円

A-110万円

A× 750/O- 275万 円

A× 850/O- 685万 円

A×  950/。 -145.5カ
~円

A-195.5万 円

130万 円以下

130万 円超
410万円以下

410万円超
770万円以下

770万円超
1,000万 円以下

1,000万円超

330万円以下

330万円走口I
410万円以下

410万円超
770万円以下

770万円超
1,000万円以下

1,000万円超

二搭§

年生 65

1ま 歳
月れ未

台客遵

岳 i§
年生 65

1ま 歳
月れ以

占客と

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計
額

（Ａ
）

50万円 (譲渡益の合計額が50万円に満たない場合はその合計額 )
※ 特別控除額は短期の譲渡益→長期の譲渡益の順に控除する。

※ 譲渡所得等については次の特別控除の特例がある。
① 収用などの場合の5,000万円控除の特例
② 居住用財産 (被相続人の居住用財産を含む。)を譲渡した場合の3,000万円 (又は2,000万円)
控除の特例

③ 特定土地区画_萩理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円控除の特例
④ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円控除の特例
⑤ 特定期間 (平成21年 ,22年 )に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の1,000万円
控除の特例

⑥ 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円控除の特例
⑦ 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円控除の特例
※ 上記の①から⑦まで順に行い,特別控除額の合計額力も,000万円を超えるときは,5,000万円を限度

50万円
1籍矮禁露蓄盈化籍覚蚕騎 銚艤 |

※ 森林法による「森林計画特別控除」 (捨法30の 2)の適用のある場合がある。

50万円
総収入金額からその収入を得るために支出した金額

を控除した残額が50万 円に満たない場合はその残額| |

の
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1事 業 専 従 者 控 除 額

配当所得等に係る所得税の確定申告の有無別の課税態様

※ 上場株式等の配当等については, 所得税15%(復興特別所得税と合せて15315%),住 民税 5%の源泉徴収がされる①

※ 上記の上場株式等の配当等のうち,配当等の支払基準日において内国法人の発行済株式数の 3%以上を保有す

る個人株主のその内国法人から支払を受ける配当等の課税方式は,次の「一般株式等」の表の課税方式
と同様で

ある。なお,その 3%以上保有するか否かの判定に当たつては,その個人株主の支配

行済株式数を含めて判定する。

※ 上場株式等の配当等に対する住民税の課税方式は,所得税の課税方式と同様である。

する同族会社が保有する発

※ 所得税については20%(復興特別所得税と合せて20.42%)源泉徴収されるが,住民税は源泉徴収されないため,

少額配当であるか否かにかかわらず,住民税においては申告が必要であり,他の所得と総合課税され
る。

※ 確定申告をする場合は,配当控除の適用があるが,株式等に係る譲渡損失との損益通算はできない。

※ 事業専従者とは,15歳以上 (平成23年 1

月1日 以前生まれ)の親族で事業に専従

する者 (青色事業専従者を含まない。)

次の①と②のいずれか少ない方の金額

① 10万円(特定の青色事業者は,55万円。特定の青色事業者のうち特別の青色申告者は,65万円)

②「不動産所得十事業所得+山林所得」(特定の青色事業者は「不動産所得十事業所得」)

※ 上記の「事業所得」には,社会保険診療報酬の特例の適用を受けた所得は含まれない。
※ 控除額は,次の順に控除する。
不動産所得→事業所得→山林所得 (特定の青色事業者は,不動産所得

→事業所得)

※ 特定の青色事業者とイま,不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者 (青色小規

模事業者を除く。)で正規の簿記に基づき損益計算書及び貸借対照表を作成して申告をする者を
いう。

※ 特別の青色申告者とは,特定の青色事業者のうち次のいずれかの要件を満たす者をいう。
イ その年分の所得税の確定申告書,貸借対照表及び損益計算書等の提出を,その提出期限まで

にe―Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。

口 その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について,電子計算機を使用して作成する国税関

係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存

等を行っており,「適用届出書」をその提出期限までに提出していることb

次の①と②のいずれか少ない方の金額

① 50万円 (配偶者は86万円)

②

者
額
従専
除
業事
控

申
除控

色
別
青
特

生
口

額

確定申告をしない場合

源泉徴収のみ

な し

できない

確定申告をする場合

申告分離課税を選択

所得税 ■5%
住民税 :5%

な し

できる

総合課税を選択

所得税 :累進税率

住民税 :10°/o

あ り

できない

適 用 税 率

配 当 控 除

上場株式等に係る譲渡損失との損益通算

上

場

株

式

等

確定申告をしない場合

住 民 税

総合課税
10%

所 得 税

源泉徴収のみ

(要申告 )

確定申告 (総合課税)をする場合

住 民 税

100/。

100/O

所 得 税

累進税率

累進税率

(

少 額 配 当
1回の場合は
年10万円以下 )

上 記 以 外

一
般

式

等



源泉徴収票等の添付書類

以下の書類については,確定申告書等には添付を要しない(e_Taxの場合も同様)①

① 給与所得,退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
② オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
③ 配当等とみなす金額に関する支払通知書
④ 上場株式配当等の支払通知書
⑤ 特定回座年間取引報告書
⑥ 未成年者回座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
⑦ 特定割引債の償還金の支払通知書
③ 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類

適用を受けようとする年の 3月 15日 までに提出を要する申請書等

(1)青色申告承認申請書 (新規開業は開業日から 2月 以内)
(2)青色専従者の給与に関する届出書 (年の中途従事は従事開始日から 2月 以内)
(3)小規模青色事業者の現金主義記帳によることの屈出書 (新規開業は開業日から 2月以内)
(4)小規模青色事業者の現金主義記帳のとりやめの届出書
(5)減価償却資産の償却方法・棚卸資産の評価方法の変更承認申請書

財産債務調書及び国外財産調書の提出要件

(1)以下の①及び②の要件のいずれにも該当する者
① 確定申告が必要な者等で,その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額力認,000万円を超える。
② その年の12月 31日 において,その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計
額が 1億円以上の国外転出時課税制度の対象財産 (有価証券等並びに未決済信用取引等及
び未決済デリバテイブ取引に係る権利をいう。)を有する。

(2)その年分の退職所得を除く各種所得の金額の合計額の多寡にかかわらず,その年の12月31日におい
て,その価額の合計額が10億円以上の財産を有する者

居住者 (非永住者を除く。)で,その年の12月 31日において,その価額の合計額が5,000万円を超える
国外財産を有する者

財産債務調書

国外財 産調書

※ 上記の財産に係る金額要件は,その年中の相続により取得した財産又は使務の価額を除外して判定する。また
それらの調書には,その財産又は債務の記載を省略することができる。
※ 提出期限は,いずれも翌年 6月 30日 である。

得 控 除 額

※ 「所得金額の合計額」とは,総所得金額,特別控除前の分離課税の長 (短)期譲渡所得の金額,一般株式等
に係る譲渡所得等の金額,上場株式等に係る譲渡所得等の金額,分離課税の上場株式等に係る配当所得等
の金額,先物取引に係る雑所得等の金額,退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
所得控除の添付書類はe‐Tax申告者は添付の必要なし。※

所

得

控

除

額

次の①と②のいずれか多い方の金額

① (損害金額―保険金等で補てんされる金額)一

災害関連  災害関連支出金額 につ き補
支 出金額  てん され る保険金等 の金額 ||

② -5万 円

1麟 ×Ю %|

〔添付書類〕災害関連支出の領収証,資産の損害額の明細書

10万円と「所得金額の合計額 (繰越損失控
除後)の 50/O」のいずれか少ない方の金額

(控除額 最高200万円)

セルフメディケーション税
② 制による医療費控除額 =

(①の医療費控除との選択適用 ) 嬬Υ身筵君12,000円
(控除額 最高88,000円 )

||

①
1蓋健義 ―奪緒蓬矮|

支払った特定一般用

医薬品等購入費の合計額

医療費控除の明細書又はセルフメデイケーシヨン税制の明細書を記載して添付す
る必要がある。ただし,領収書等は自らが 5年間保存〔添付書類〕

雑損控除額

費

額

療

除

医

控



所

得

除

額

控

支払った又は給与や公的年金から差 し引かれる社会保険料の合計額

〔添付書類〕
国民年金の支払保険料の証明書又は領収証。ただし,年末調整の際に控除を受け
たものは添付の必要なし。

支払った小規模企業共済掛金と確定拠出年金加入者掛金,心身障害者扶養共済掛金の合計額

(添付書類〕支払掛金の証明書。ただし,年末調整の際に控除を受けたものは添付の必要なし。

次の①～③の合計額(最高12万円)
①一般の生命保険料控除(一般の旧生命保険料。新生命保険料の控除)
―「(イ )の金額(最高 5万円)」 と「(イ )と (口 )の合計額(最高 4万円)」 とのいずれか多い方の金額

②個人年金保険料控除(旧個人年金保険料。新個人年金保険料の控除)
…「(イ )の金額(最高 5万円)」 と「(イ )と (口 )の合計額(最高 4万円)」 とのいずれか多い方の金額

③介護医療保険料控除―(口 )の金額(最高 4万円)

支払った旧保険料 (剰余金など差引後の金額)を一般の旧生命保険料と旧個
人年金保険料に区分し,その区分したそれぞれについて次により計算した金額
④ 25,000円以下の場合…支払旧保険料の全額

◎ 25,000円超50,000円以下の場合…支払旧保険料 X1/2+12,500円

050,000円 超100,000円 以下の場合…支払旧保険料 X1/4+25,000円

0100,000円超の場合…50,000円

支払った新保険料 (剰余金など差引後の金額)を一般の新生命保険料と新個
人年金保険料と介護医療保険料に区分 し,その区分 したそれぞれについて次
により計算した金額

④ 20,000円以下の場合一支払新保険料の全額
◎ 20,000円超40,000円 以下の場合…支払新保険料 × 1/2+10,000円

040,000円超80,000円以下の場合…支払新保険料× 1/4+20,000円

080,000円超の場合… 40,000円

(添付書類〕

支払保険料の証明書等。ただし,次のものは添付の必要なし。
(1)一般の旧生命保険料はその一契約に係る支払保険料(剰余金など差引後の金額)が 9,000

円以下のもの。

(2)年末調整の際に控除を受けたもの。

次の①と②の合計額 (最高 5万円)
①支払った地震保険料の全額 (最高 5万円)
②次の④又は①のいずれかに該当する金額
支払旧長期損害保険料 (①に該当するものを除く。)の額が,
④ 10,000円以下の場合……………………………支払保険料の金額

① 10,000円 を超える場合…〔支払損害保険料×歩+5,000円〕(最高15,000円 )
※ 旧長期損害保険料とは……平成18年 12月 31日 以前に締結された保険 (共済)の期間が10年以上の損害
保険の契約で満期返戻金等を支払う旨の特約がある契約 (平成19年 1月 1日 以後契約の変更がないものに

限る。)について支払った損害保険料をヤヽう。

〔添付書類〕支払保険料の証明書等。ただし,年末調整の際に控除を受けたものは添付の必要なし。

※

※

1蹂郁疫銹脈古t町家縁後奪瑞
(矮

騒|― Z∞明
上記算式中の「特定寄附金の支出額」には,政党等寄附金特別控除,認定NPO法
人等寄附金特別控除又は公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けることを選択し

た寄附金は含まれない (22頁参照)。

確定申告をする必要がない給与所得者等が,5つ以内の自治体に対するふるさと納

税をする場合は,確定申告を要せず,寄附した自治体に申請することにより,住民税
の寄附金税額控除の適用を受けられる (24頁参照)。

添
付
書
類

(1)特定寄附金の受領証等

(2)寄附先が,次に掲げる法人等である場合の寄附金は,(1)の 受領証のほか次のそれぞ
れの書類等 (①～③はその写し)
① 地方独立行政法人である場合は,設立団体の証明書
② 私立学校である場合は,所轄庁の証明書
③ 特定公益信託である場合は,主務大臣の認定証明書
④ 政治献金である場合は,選挙管理委員会等の確認EFのある「寄附金 (税額)控除
のための書類」

(イ )

ロ )(

寄附金控 除額

支払保険料が

平 成 23年 12月
31日 以前の旧

契約に係る旧

保険料である

場合

支払保険料が

平成24年 1月
1日 以後の新
契約に係る新

保険料である

場合

社会保険料

控 除 額

小規模企業

共済等掛金

控 除 額

生

命

保

険

料

控

除

額

地

震

保

険

料

控

除

額



所

得

控

除

額

次の区分に応 じて求めた金額の合計額

同居特別障害者

1人 につき  750,000円

特 別 障 害 者

1ノ、につき  400,000円

一般の障害者

1ノ、につき  270,000円

※ 一般の障害者及び特別障害者の範囲 (納税者本人を含む。)は所令10参照
※ 同居特別障害者とは,特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で,納税者又は
その納税者と生計を―にする親族のいずれかと同居を常況としている者をいう。同一生計配
偶者とは,生計を―にする配偶者 (青色事業専従者として給与の支払を受ける者及び白色
事業専従者を除く。)で,所得金額の合計額 (繰越損失控除前)が58万円以下の者をいう。
※ 扶養控除が適用できない者 (年齢 0歳左 15歳の者)についても障害者控除は適用挙 る。
※ 非居住者である配偶者又は扶養親族について適用を受ける場合は,「親族関係書類」及
び「送金関係書類」の添付又は提示が必要である。

※ 寡婦とは……・次のいずれかに掲げる者でひとり親に該当しないも
のをいう。
(1)夫 と離婚した後婚姻をしていない者のうち,①扶養親族があること,
②所得金額の合計額 (繰越損失控除前)が500万円以下であること,
③住民票に事実上婚姻関係と同様の事情にある続柄である旨 (例え
ば,未届の妻・夫)の記載力Sされていないこと,の要件を満たすもの。
(2)夫 と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない
などの者のうち,①所得金額の合計額 (繰越損失控除前)が500万
円以下であること,②住民票に事実上婚姻関係と同様の事情にある
続柄である旨 (例えば,未届の妻・夫)の記載がされていないこと,
の要件を満たすもの。

ひとり親とは―……現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死が明
らかでないなどの者のうち,①所得金額の合計額 (繰越損失控除後)
が58万円以下の生計を―にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶
養親族とされている者を除く。)があること,②所得金額の合計額 (繰
越損失控除前)が500万円以下であること,①住民票に事実上婚姻関
係と同様の事情にある続柄である旨 (例えば,未届の妻・夫)の記
載がされていないこと,の要件を満たすものをいう。

※

勤労学生とは……学生,生徒などで給与所得等 (勤労所得 )を有する
納税者のうち,所得金額の合計額 (繰越損失控除前)が85万円以下で,

給与所得等以外の所得金額の合計額が10万円以下の者をいう。
専修学校・各種学校の生徒又は職業訓練法人の行う認定職業訓練を
受ける者の場合は,一定の証明書の添付又は提示が必要である。

※

※

納税者及び生計を一にする配偶者 (青色事業専従者として給与の支払を受ける者及び白色事業

専従者を除く。)のそれぞれの所得金額の合計額 (繰越損失控除前)に基づき次の区分に応じて求
めた額

※

※

※

控除対象配偶者とは……同一生計配偶者のうち納税者の所得金額の合計額 (繰越損失控除前)
が1,000万円以下の場合の配偶者をいう。
また,同一生計配偶者とは……生計を―にする配偶者 (青色事業専従者として給与の支払を受
ける者及び白色事業専従者を除く。)で,その者の所得金額の合計額 (繰越損失控除前)が58万
円以下である者をいう。
老人控除対象配偶者とは……控除対象配偶者のうち,年齢70歳以上の者 (昭和31年 1月 1日
以前に生まれた者)をいう。
非居住者である配偶者について適用を受ける場合は,「親族関係書類」及び「送金関係書類」
の添付又は提示が必要である。

納税者の所得金額の合計額 (繰越損失控除前)

950万 円超
上000万 円以下

13万円

16万円

900万 円超
950万円以下

26万円

32万円

900万 円以下

38万円

48万円

配偶者の所得金額の合計額

(繰越損失控除前)(58万円以下)

控除対象配偶者

270,000円

350,000円

270,000円

障害 者 控 除額

寡 婦 控 除 額

ひとり親控除額

勤 労 学 生

控  除  額

配 偶 者
控 除 額



所

控

除

得

額

納税者及び生計を一にする配偶者 (青色事業専従者として給与の支払を受ける者及び白色事業専従
者を除く。)のそれぞれの所得金額の合計額 (繰越損失控除前)に基づき次の区分に応じ

納税者の所得金額の合計額

(繰越損失控除前)

950万円超
1,000万円以下

13万円

12万円

11万円

9万円

7万円

6万円

4万円

2万円

1万円

900万 円超
950万円以下

26万円

24万円

21万円

18万円

14万円

11万円

8万円

4万円

2万円

900万円
以下

38万円

36万円

31万円

26万円

21万円

16万円

11万円

6万円

3万円

〈参考)
配偶者の収入が

給与収入の場合

123万 円超 160万 円以下
160万円超 165万 円以下
165万 円超 170万 円以下
170万円超 175万 円以下
175万 円超 180万 円以下
180万円超 185万 円以下
185万円超 1904万 円未満

190,4万円以上 1972万 円未満

1972万 円以上 2016万円未満

配偶者の所得金額の

合計額 (繰越損失控除前 )

58万円超 95万 円以下

95万 円超 100万円以下

100万 円超 105万 円以下

105万 円超 110万円以下

110万 円超 115万円以下

115万 円超 120万円以下

120万 円超 125万円以下

125万 円超 130万円以下

130万 円超 133万円以下

て求めた額

扶養親族とは……生計を―にする親族 (配偶者を除く。),都道府県知事から養育を委託された
児童 (いわゅる里子)及び市町村長から養護を委託された老人のうち,所得金額の合計額 (繰越
損失控除前)が58万円以下である者 (青色事業専従者として給与の支払を受ける者及び白色事
業専従者を除く。)をいう。
控除対象扶養親族とは………扶養親族のうち,年齢16歳以上の者 (平成22年 1月 1日以前に生
まれたつ をいう。ただし,扶養親族が非居住者の場合,年齢30歳以上70歳 未満の者 (昭和
31年 1月 2日から平成 8年 1月 1日 までの間に生まれた者)で,留学により非居住者となった者などの
一定の者以外は,控除対象扶養親族には含まれない。
特定扶養親族とは・……控除対象扶養親族のうち,年齢19歳以上23歳未満の者 (平成15年 1月
2日から平成19年 1月 1日までの間に生まれた者)をいう。
老人扶養親族とは……控除対象扶養親族のうち,年齢70歳以上の者 (昭和31年 1月 1日以前
に生まれた者)をいう。
同居老親等とは……老人扶養親族のうち,納税者又はその配偶者の直系尊属で,かつ,納税
者又はその配偶者との同居を常況としている者をいう。
非居住者である扶養親族について適用を受ける場合は,「親族関係書類」及び「送金関係書類」
などの一定の書類の添付又は提示が必要である。

老人扶養親族

同居老親等

1人につき 580,000円

同居老親等以外

1人につき 480,000円

特定扶養親族

1ノ、につき  630,000円

一般の控除姑象扶養親族

(右記以外)

1人につき 380,000円

次の区分に応じて求めた金額の合計額

※

※

※

※

※

※

特定親族の所得金額の合計額 (繰越損失控除前)に応じて求めた次の金額の合計額

特定親族とは・……生計を―にする年齢19歳以上23歳未満の親族 (平成15年 1月2日から平成19
年1月 1日までの間に生まれた親族)(いわゆる里子を含み、配偶者並びに青色事業専従者として給
与の支払を受ける者及び白色事業専従者を除く。)で控除対象扶養親族に該当しない者をいう。

(1人につき)

21万円

11万円

6万円

3万円

0円

特定親族の所得金額の合計額

(繰越損失控除前 )

105万 円超 110万 円以下

110万円超 115万 円以下

115万 円超 120万 円以下

120万円超 123万 円以下

123万 円超

(1人につき)

63万円

61万円

51万円

41万円

31万円

特定親族の所得金額の合計額

(繰越損失控除前)

58万 円超 85万円以下

85万 円超 90万円以下

90万円超 95万円以下

95万 円超 100万 円以下

100万 円超 105万 円以下

※

控除額

48万円

32万円

16万円

0円

所得金額の合計額

(繰越損失控除前 )

2,350万円超 2,400万円以下

2,400万円超  2,450万円以
~F

2,450万円超 2,500万円以下

2,500万円超

控除額

95万円

88万円

68万円

63万円

58万円

所得金額の合計額

(繰越損失控除前)

132万円以下

132万 円超  336万円以下

336万 円超  489万 円以下

489万円超  655万円以下

655万 円超 2,350万円以下

納税者の所得金額に応じて求めた次の金額

配 偶 者 特

別 控 除 額

養

額除

扶

控

特 定 親 族

特別控除額

基礎控除額
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額 当

控 控

額 額

ヨ
じ
而
日

税 額 控 除 額

1 課税総所得金額が1,000万円以下の場合………次の①～③の合計額
① (剰余金の配当等に係る配当所得)X10%

②区藷格属ξ謡皇堺蒼
の_碩霙分雰霊言語奮籠憂写語

の
l x50/0

③ (一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得)X2.50/0

2 課税総所得金額が1,000万円を超える場合……次の(1)又は(2)

ω
辟
税総所得金額―

琢藷格扁ξ話豊解蒼
の
|≦
生囲 万円 のとき…次のイ又は口

イ
辟
税総所得金額―

越 惰 篇 磁 鱈 屠
q≦ 化∽0万円 のとき畝 の①～④の合計額

① (剰余金の配当等に係る配当所得)X10°/o

蔚麓格属ξ謡窒堺蒼
の_履霙分雰霊言語奮諮憂瞑語

の
|×
50/O

一般外貨建等証券投資信託の収益の分配のうち,
(課税総所得金額 -1,000万円)に相当する部分 (A)

口
辟
朧 騰 鍛

編 歎 藉 課 難 覇 顧
の
|>1000万円 のとき

…次的 ～④蛤 謳

① (剰余金の配当等に係る配当所得)X10°/。

語糞喬晨 岳醤落量
益の分配―の収益の
に係る画己  

ノ分酉己に係

当所得  急
配当所

②

　

③

②

課税総
のうち, 所得金 1,000万円と
額から

一般外貨建等証券投資
― 信託の収益の分配に係
る配当所得

Xl.250/O

一般外貨建等証券
投資信託の収益の

分配に係る配当所
得の合計額を控除
した金額に達する
までの部分 (B)

×2.5%

③
l

証券投資信託の収益の

分配に係る配当所得
のうち, B
以外の部分

×50/O

|

除 除 ④ (一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得)Xl.25°/0

(2)(1)以外のとき………次の①～④の合計額

①回勧鑑霧黍瑳藝畜嚢講霧顧罰X5%
② (剰余金の配当等に係る配当所得の金額のうち,C以外の部分)X10°/。

③
l蒲藷権属ξ爵窒畢蒼

の_履蜂分雰麗訛 量昂語
の
lx2.5°

/0

④ (一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得)Xl.25°/0

※上記の「課税総所得金額」とは,課税総所得金額,分離課税の課税長(短)期譲渡所得金額,分離課税の上
場株式等に係る課税配当所得等の金額,一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額,上場株式等に係る課
税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいう。
※ 上記の「剰余金の配当等」とは,剰余金の配当,利益の配当,剰余金の分配及び金銭の分配 (配当控除
の封象とならないものを除く。)に,特定株式投資信託の収益の分配を加えたものをいう。
※ 上記の「証券投資信託」とは,公社債投資信託以外の証券投資信託 (特定株式投資信託及び配当控除の
対象とならないものを除く。)をいう。特定株式投資信託は,「剰余金の配当等」に含めて配当控除の対
象となる。
※ 上記の「一般外貨建等証券投資信託」とは,特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託を
いう。
※ 次に掲げるものに係る配当所得は,配当控除の対象とならない。



配

当

控

除

額

①申告分離課税の選択をした配当等,②源泉分離課税の対象となる私募の会社債等運用投資信託の受益
権に係る配当等,③申告不要の選択をした配当等,①外国株価指数運動型特定株式投資信託の収益の分
配に係る配当等,⑤特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等,⑥外国法人 (外国の投資信
託を含む。)から支払を受ける配当等,⑦特定目的信託 (社債的受益権を含む。)に係る配当等,③特定
目的会社 (SPC)か ら支払を受ける配当等,⑨投資法人から支払を受ける配当等,⑩特定受益証券発行信
託の収益の分配に係る配当等,①機関投資家私募の法人課税信託から支払を受ける配当等,⑫基金利息

税

額

控

除

住

宅

借

入

金

等

特

別

控

除

額

額

1

その年において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には,その収益の分配に係る分配時調
整外国税 (外国の法令によりその信託財産につき課される税)の額で,その収益の分配に係る所得税の
額から控除された金額 (その集団投資信託の信託財産について納付 した所得税の額)の うちその者が支
払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として計算した一定の金額 (分配時調整外国税相当額)を
その年分の所得税の額から差し引くことができる。
なお,①特定目的会社の利益の配当,②投資法人の投資回の配当等,③特定目的信託の受益権の剰余
金の配当及び④投資信託のうち法人課税信託に該当するものの受益権の剰余金の配当の支払を受ける場
合も同様である。
※ 明細書及び支払者から交付された支払通知書の添付がある場合に限り適用

その年において納付する外国所得税額があるときは,その年分の所得税の確定申告の際に,その年分
の所得税の額から,次の算式によって計算した「控除限度額」を限度として,その外国所得税の額を差
し引くことができる。

票程霜含畠 ×一三聖寝署選豪零謁搾畢藉季塑韮= 控除限度額
※ 控除限度額に達しなかった外国所得税の額は,原則として翌年分以後3年間に繰り越して控除するこ
とができる。
※ 上記算式中の「調整国外所得金額」とは,純損失又は雑損失の繰越控除を適用しないで計算した場
合の国外所得金額をいう。

※ 控除額は,借入金等の年末残高の合計額に基づいて,次の算式により計算する。

借入金等の年末残高の合計額 X O.7% = 控除額 (100円未満の端数切捨て)

控除期間

13年

13輩岳

13年

104F

10年

10年―

10年

借入金等の年末残高の合計額
の最高限度額

4,500万 円
|

「特例対象個人」の

場合は,5,000万 円

3,500万 円
|

「特例対象個人」の

場合は,4,500万 円 |

3,000万 円
|

「特例対象個人」の

場合は,4,000万 円 |

2,000万 円

3,000万円

2,000万円

2,000万円

長期優良住宅・低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

その他の住宅
1緊訴輩望宇票プで訳ぴ|

認定住宅等

その他の住宅

住宅の一定の増改築等

認定住宅等

既存住宅 (買取再販住

宅を除く。)の取得

新築住宅

又は買取

再販住宅

の取得

※ 「新築住宅」とは,新築した住宅又は建築後使用されたことのない住宅をいう。
※ 「買取再販住宅」とは,既存住宅のうち宅地建物取引業者が特定増改築等をした家屋をいう。
この場合の費用総額は,譲渡対価の200/O相 当額 (その額が300万円を超えるときは300万円)以
上であることが必要。

※ 「特定居住用家屋」とは,次のいずれにも該当しないものをいう。

① 令和5年 12月 31日 以前に建築確認を受けている家屋
② 令和6年 6月 30日 以前に建築された家屋
※ 「特例対象個人」とは,年齢40歳未満で配偶者を有する者,年齢40歳以上で年齢40歳未満の配
偶者を有する者又は年齢19才未満の扶養親族を有する者をいう。

分
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【留意事項等】

※ 所得金額の合計額 (繰越損失控除前)が2,ooo万円を超える年分には適用されない。ただし,当該合
計額が1,000万円以下の年分については,住宅の床面積が40だ以上50∬未満である住宅 (令和5年 12月 31
日以前に建築確認を受けている居住用家屋又は令和 7年 12月 31日 以前に建築確認を受けている認定住宅

等に限る。)の新築等の場合にも適用される。

※ この特別控除と土地等の譲渡所得に係る一定の特例との重複適用はできない。
※ 東日本大震災に係る再建住宅の取得の場合や単身赴任の場合などについては,特別な取扱いがある。

〔□から下記□までの共通の留意事項等】

※ □,図及び□の特別控除額は,令和 7年中に居住の用に供した住宅に係るものである。それ以前に居住
の用に供したものについては,適用要件や控除額が異なる場合がある。□,□及び□は重複適用できない。
※ 確定申告書に添付すべき書類は,適用を受ける住宅や工事等によって異なる。なお,住宅取得資金に
係る借入金等の年末残高の証明書については,令和 5年以降,原則として添付不要とされている。

※ この場合の「認定住宅等」は,上記□とは異なり,認定長期優良住宅又は低炭素建築物等に
該当する家屋及び特定エネルギー消費性能向上住宅 (ZEH水準省エネ住宅)をいう。

また,控除額は,その認定住宅等について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額
に基づいて,次の算式により計算する。

|

露5筆驀言糠:楼桑蘭怒魯用
れぁ顕
造

(最高650万円)
|

X100/0 控除額 (loo円未満の端数切捨て)

なお,その年分において控除しきれない金額は,翌年分の所得税額から控除する。

【留意事項等】

※ 標準的な費用の額は,国土交通省の告示において定められている。なお,補助金等の交付を受けて
いる場合は,その額を控除する。

※ 所得金額の合計額 (繰越損失控除前)が2,000万円を超える年分には適用されない。
※ この特別控除と上記□の特別控除は,納税者の選択により適用を受けることができる。
※ この特別控除と土地等の譲渡所得に係る一定の特例との重複適用はできない。
※ □に記載の共通の留意事項等を参照

居住用の家屋について,次に掲げる各種工事をした場合には,それらの工事の標準的な費用の
額 (それぞれの工事等ごとに最高限度額がある。)の 10%に相当する金額をその年分の所得税の
額から控除する。

i 住宅耐震改修工事等    抒 多世帯同居改修工事等
五 高齢者等居住改修工事等   V 耐久性向上改修工事等
五 一般断熱改修工事等    宙 子育て対応改修工事等

なお,こ れらの工事等がその年中に重複する場合には,最高限度額が調整される。また,原則
として,3年内に連続して適用することはできない。
また,これらの工事等の費用の額がその標準的な費用の額を超える場合のその超える部分の額
及び併せて行うその他の一定の工事等の費用の額の合計額の 5%に相当する金額が,上記の控除
額に加算される。

控除額の具体的な計算は,国税庁作成の「計算明細書」によって計算するのが便利である。

【留意事項等】

※ 標準的な費用の額は,国土交通省の告示において定められている。なお,補助金等の交付を受けて
いる場合は,その額を控除する。

※ 上記の工事等 (上記 iの工事等を除く。)については,所得金額の合計額 (繰越損失控除前)が2,000
万円を超える年分には適用されない。

※ □に記載の共通の留意事項等を参照
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税

額

控

額

除

100円 未満 の

端数切捨て

所得税 額(算
出税額 )の 25

%が限度

(政党等寄附金の額 (※ 1,2)-2,000円 )× 300/0

X30%

「政党等寄附
金 の額」 +
「その他の特
定寄附金の額」
(※ 3)

その他

2,000円 ―
寄儒蜃
の額

(赤字のときは0)

その他
の特定

寄附金
の額

政党等寄附
金のみの場合

政 党 等
寄 附 金 と

そ の 他 の

特定寄附金

がある場合

※1「政党等寄附金」とは,政党又は政治資金団体に対する寄附をいう。なお,こ の控除は,寄附金控
除との重複適用はできない。

※2 所得金額の合計額 (繰越損失控除後)の40%相当額が限度
※3「政党等寄附金の額」と「その他の特定寄附金の額」の合計額が所得金額の合計額 (繰越損失控除
後)の40%相当額を超える場合は,「政党等寄附金の額」は,「所得金額の合計額 (繰越損失控除後)
の400/O相当額からその他の特定寄附金の額を控除した残額」となる。

① 政党等寄附金特別控除額の計算明細書
〔添付書類〕② 選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金 (税額)控除のための書類」等

(e Tax申告者は②の添付不要)

所得金額の合計額 (繰越損失控除後)の40%相当額が限度
「認定NPO法人等寄附金の額」と「その他の特定寄附金の額」の合計額が所得金額の合計額 (繰
越損失控除後)の 40%相 当額を超える場合は,「認定NPO法人等寄附金の額」は,「所得金額の合
計額 (繰越損失控除後)の40%相当額からその他の特定寄附金の額を控除した残額」となる。
下記の公益社団法人等寄附金特別控除と併せて適用を受けるときは,「所得税額 (算出税額)の
25%」 の金額から公益社団法人等寄附金砦別控除額を控除した残額を限度とする。なお,政党等寄
附金特別控除の税額控除限度額はこれとは別枠で計算される。
この控除は,寄附金控除との重複適用はできない。

100円 未 満 の

端数切捨て

所得税 額(算
出税額 )の 25

%が限度
(※ 3)

(認定いlPO法人等寄附金の額 (※ 1)-2,000円 )× 400/O

「認 定NPO法
人等寄附金の

額」十「そ の 一

他の特定寄附
金の額」(※ 2)

その他

2,000円 ― 峯儒蜃
の額

(赤字のときは 0)

その他
の特定

寄附金
の額

X40%

法
金
合

ＮＰ。
釧
暢

定
等
み

認
人
の

認定1ゼO法
人等寄附金
とその他の

特定寄附金

がある場合

※ 3

※ 4

※1

※2

① 認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書
(添付書類〕② 認定NPO法人等が事業活動に関し受領した旨の記載のある領収証等 (住所,氏名記載)

感T拡 申告者は②の添付不要)

所得金額の合計額 (繰越損失控除後)の40%相当額が限度
「公益社団法人等寄附金の額」と「その他の特定寄附金の額」の合計額が所得金額の合計額 (繰越

損失控除後)の40%相当額を超える場合は,「公益社団法人等寄附金の額」は,「所得金額の合計額
(繰越損失控除後)の40%相当額からその他の特定寄附金の額を控除した残額」となる。
この控除は,寄附金控除との重複適用はできない。

100円 未満の

端数切捨て

所得税額(算
出税額 )の 25

%が限度

(公益社団法人等寄附金の額(※ 1)-2,000円 )× 400/O

「公益社団法
人等寄附金の
額」十「その 一

他の特定寄附
金の額」(※ 2)

その他

2,000円 ― 學儒蜃
の額

(赤字のときは 0)

その他
の特定
寄附金
の額

× 40%

法
金
合

団
附
場

社
寄
の

益
等
み

公
人
の

公益社団法

人等寄附金

とその他の

特定寄附金

がある場合

※ 3

※1

※2

① 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書
② 一定の要件を満たす公益社団法人,公益酵団法人,私立学校 (法人)等,社会福祉法人
又は更生保護法人がその法人の事業活動に関し受領した旨の記載のある領収証等 (住所,

氏名記載)
③ その法人の管轄所轄庁等の特例適用法人であることの認定書の写し又は証明書の写し等
(e Tax申告者は②,③の添付不要)

〔添付書類〕

政
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等
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Ｐ
Ｏ
法
人
等
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附
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特
別
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除
額

公
益
社

団
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金
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別
控
除
額


